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平成２３年４月１日

 

　

わ
た
し
た
ち
の
く
ら
し
は
、市
・

県
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
公
共
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
受
け
て
い
ま
す
。
身

近
な
例
で
は
、
学
校
・
道
路
・
上

下
水
道
・
公
園
な
ど
の
公
共
施
設

の
整
備
や
、
教
育
・
福
祉
・
環

境
・
消
防
（
救
急
）
な
ど
の
公
共

サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
公
共
施
設
の
整
備
や

公
共
サ
ー
ビ
ス
は
、
市
民
生
活
の

基
盤
や
地
域
社
会
の
環
境
整
備
を

行
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
わ
た

し
た
ち
が
安
心
し
て
豊
か
に
暮
ら

し
て
い
く
た
め
に
は
な
く
て
は
な

ら
な
い
も
の
で
す
。
こ
の
、
あ
た

り
前
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
、

実
は
税
金
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ

て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
税
は
、
わ
た
し
た

ち
市
民
が
社
会
の
一
員
と
し
て
暮

ら
し
て
い
く
た
め
の
貴
重
な
財
源

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

け
が
や
病
気
、
失
業
な
ど
、
や

む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
一
時

的
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
は
、
納
税
計
画
を
確
実
に
守
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
を
条
件
に
、
法

律
の
範
囲
内
で
納
期
を
延
ば
し
た

り
、
分
割
し
て
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
昼
間
に
納
税
や
納
付
相

談
が
で
き
な
い
か
た
の
た
め
に
、

毎
月
第
２
・
第
４
木
曜
日
（
祝
日

を
除
く
）の
午
後
７
時　

分
ま
で
、

３０

市
民
文
化
会
館
２
階
税
務
課
窓
口

に
て
夜
間
納
税
相
談
窓
口
を
開
設

し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

※
主
な
市
税
の
種
類
と
納
期
限

は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

もしも税金がなかったら…
救急車が有料に

医療費がすべて自己負担に

医療費

受付・会計

××××××
円

前はもっと
安かったのに…

請求書

××××
××円

平成２３年度　　市　税　納　期　一　覧　表

第８期第７期第６期第５期第４期第３期第２期第１期税の内容税　目

平成２４年
１月３１日

１０月３１日８月３１日６月３０日

　該当年度の１月１日現在
に、鳥羽市内に住所を有する
個人に賦課されます（１月２
日以降に鳥羽市から転出さ
れても、その年度の市県民税
は鳥羽市に納めていただく
ことになります。）

市・県民税

平成２４年
２月２９日

１２月２６日８月１日５月２日

　該当年度の１月１日現在
に、鳥羽市内に所在する土
地、家屋及び償却資産の所有
者に賦課されます。

固定資産税
都市計画税

５月３１日

　鳥羽市内を主たる定置場
所とする原動機付自転車、小
型特殊自動車、軽自動車及び
二輪の小型自動車に対し、該
当年度の４月１日現在の所
有者に賦課されます。

軽自動車税

平成２４年
２月２９日

平成２４年
１月３１日

１１月３０日１０月３１日９月３０日８月３１日８月１日６月３０日

　国民健康保険に加入され
ている世帯主及び世帯内に
被保険者のある世帯主に対
して賦課されるものです。

国民健康保険税

　
　『真珠のようにきらり輝く 鳥羽 』を実現するための大切な財源である市税の種類や、くら

ま ち

しと税のつながりなどについてお知らせします。

税務課管理収納係　擦浦１１３２
特別滞納整理係　擦浦１１３６

納税納税は住み良い社会づくり住み良い社会づくりの第一歩第一歩ですです納税納税は住み良い社会づくり住み良い社会づくりの第一歩第一歩ですです納税は住み良い社会づくりの第一歩です

く
ら
し
と
税
の
つ
な
が

く
ら
し
と
税
の
つ
な
が
りり

夜
間
納
税
相
談
窓
口

夜
間
納
税
相
談
窓
口
のの

ご
利
用
を

ご
利
用
を　
　
　
　
　


